
 

 

 

 

 

香川県私立学校審議会において答申が決定されました 

 

本日、香川県私立学校審議会（会長：平 篤志  香川大学教育学部長）が開催され、 

知事からの諮問に対して、次のとおり答申することが決定されました。 

 

記 

 

１ 開催日時 

   令和７年 12月 16日（火）９時 30分 ～ 10時 20分 

 

２ 答申事項 

①高等学校「香川県藤井高等学校」の収容定員変更に係る学則変更認可について 

→ 認可は、適当と認める。 

  ②高等学校「ＲＩＴＡ学園高等学校」の広域の通信制課程に係る学則の変更認可について 

→ 認可は、適当と認める。 

  ③専修学校「専門学校穴吹コンピュータカレッジ」及び「専門学校穴吹パティシエ福祉 

カレッジ」の廃止認可について 

→ 認可は、適当と認める。 

  ④中学校・高等学校「大手前高松中学・高等学校」の収容定員変更に係る学則変更認可に 

ついて 

   → 認可は、適当と認める。 

  ⑤中学校・高等学校「大手前丸亀中学・高等学校」の収容定員変更に係る学則変更認可に 

ついて 

   → 認可は、適当と認める。 

⑥学校法人「高松倉田学園」設立における寄附行為の認可について 

   → 認可は、適当と認める。 

  ⑦中学校・高等学校「大手前高松中学・高等学校」の設置者変更認可について 

   → 認可は、適当と認める。 

  ⑧学校法人「倉田学園」の寄附行為の変更認可について 

   → 認可は、適当と認める。 

令和７年 12月 16日（火） 

総務学事課 私学Ｇ 

担当 久保 

   伊藤(答申事項①・④～⑧) 

   阿部(答申事項②) 

田中(答申事項③) 

直通  087-832-3058 
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別紙のとおり 

  

４ 認可申請の概要 

  ①高等学校「香川県藤井高等学校」の収容定員変更に係る学則変更認可について 

（答申事項①） 

 ・申請者：学校法人藤井学園 

・内 容：学校の収容定員を変更するもの 

②高等学校「ＲＩＴＡ学園高等学校」の広域の通信制課程に係る学則の変更認可について 

（答申事項②） 

 ・申請者：学校法人利他学園 

 ・内 容：面接指導等実施施設及び学習等支援施設を追加するもの、面接指導等実施  

施設の定員を変更するもの、入学金を変更するもの 

③専修学校「専門学校穴吹コンピュータカレッジ」及び「専門学校穴吹パティシエ福祉 

カレッジ」の廃止認可について（答申事項③） 

 ・申請者：学校法人穴吹学園 

 ・内 容：学校を廃止するもの 

④中学校・高等学校「大手前高松中学・高等学校」の収容定員変更に係る学則変更認可に 

ついて（答申事項④） 

 ・申請者：学校法人倉田学園 

 ・内 容：学校の収容定員を変更するもの 

⑤中学校・高等学校「大手前丸亀中学・高等学校」の収容定員変更に係る学則変更認可に 

ついて（答申事項⑤） 

 ・申請者：学校法人倉田学園 

 ・内 容：学校の収容定員を変更するもの 

⑥学校法人「高松倉田学園」設立における寄附行為の認可について（答申事項⑥） 

 ・申請者：設立代表者 

 ・内 容：学校法人設立に伴い寄附行為を新設するもの 

  ⑦中学校・高等学校「大手前高松中学・高等学校」の設置者変更認可について（答申事項⑦） 

 ・申請者：旧設置者、新設置者 

 ・内 容：学校の設置者を変更するもの 

  ⑧学校法人「倉田学園」の寄附行為の変更認可について（答申事項⑧） 

 ・申請者：学校法人倉田学園 

 ・内 容：寄附行為を変更するもの 

 

 



 

香川県私立学校審議会委員名簿 

令和６年７月２２日現在 

職 名 氏   名 役    職    等 

委 員 大 平 康 喜 学校法人穴吹学園専務理事 

委 員 香 川 泰 造 高松中央高等学校校長 

委 員 金 倉 吏 志 学校法人まゆみ学園理事長 

委 員 平  篤  志 国立大学法人香川大学教育学部学部長 

委 員 武 田 真 由 美 公認会計士 

委 員 成 本 三 知 代 香川県私立中学高等学校保護者会監事 

委 員 平 井 俊 広 学校法人瀬戸内学院理事長 

委 員 廣 瀬 三 枝 子 認定こども園香川短期大学附属幼稚園園長 

委 員 溝 渕 聖 豪 大手前高松中学・高等学校校長 

委 員 三 谷 雄 治 坂出第一高等学校校長 

委 員 百々路 三恵子 香川県商工会議所女性会連合会監事 

委 員 吉 田 弘 子 吉田愛服飾専門学校校長 

（敬称略、委員については五十音順） 
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